
新年度もよろしくお願いします 
 日頃より、少年センターの活動につきましては、格別のご理解、ご協

力を賜りまして厚くお礼申し上げます。 

 今年度から新しい少年補導委員の皆様を迎え、また新たなスタートを

切ります。地域の子ども達のため、青少年の非行被害防止・健全育成に

全力で努めて参りますので、少年補導委員の皆様をはじめ、関係機関の 

皆様におかれましてはこれまで同様、ご理解とご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

4月に少年センター所長に就任した

伊勢です。 

 近年、ＳＮＳ等の普及により青少年

を取り巻く環境・課題も複雑化してい

ます。 

 地域の子どもは地域で守り育てると

いう基本姿勢の下、青少年の健全育成

に努めてまいります。 

 新しい所長を紹介します 

前少年センター所長が定年退職のため、

今年度より新しいセンター所長が着任し

ました。その他職員に異動はありません

でした。前年度に引き続きよろしくお願

いいたします。 
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●名札や腕章の着用を徹底しましょう。  

  街頭補導活動の周知を図ることで、青少年の非行被害

防止につながります。身分を名乗ることで、青少年に安

心感を与えます。ぜひ着用の徹底を!! 

●街頭補導日誌の提出は翌月の5日厳守です。 

 引き続き、早めの提出をよろしくお願いします。5日が

休日の場合は繰り上げて提出願います。 

※専任木下との合同補導が可能な時は、街頭補導日誌にてご連絡願います。 

 ぜひ一緒に活動させてください！ご連絡お待ちしております！！ 

◇少年センター所長  伊 勢  徳 雄 

◇所長補佐      松 村  千佳子 

◇係    長      日 野  雅 貴 

◇主      事      板 林    祐 也 

◇専任少年補導委員  木 下    裕 香 

 この春、入学したばかりのかわいらしい新入生が大きなランドセル 

を背負って登下校しています。初々しいその姿を見ているだけで自然 

と顔がほころんでしまいます。 

 少年補導委員の皆さん、声かけ、見守り、交通指導、通学路のパト

ロール等の強化をよろしくお願いします。街頭補導活動の際は、少年 

補導委員の皆さんの体調や天候等、くれぐれもご無理なさらないよう 

にお願いします。 

 また、地域の皆さんは、できるだけ登下校の時間に合わせて、犬の 

散歩、ウォーキング、庭の手入れ等をするようにし、子供達を見守り 

ましょう。 

伊勢徳雄
 い せ のりお

所長 



 110番通報の練習を！！ 
 少しずつ気温が上昇し、本格的な春の訪れを感じる時季になりました。 

 気候が穏やかになり、外出しやすい季節になると不審者が増えるとも言われ

ています。特に入学・進学シーズンは、声掛けやつきまといなどの、いわゆる

脅威事犯と呼ばれる犯罪も増加します。 

 街頭補導中、不審者を発見した場合は、ためらわず通報しましょう！！！ 

 通報には勇気がいるものです。いざというとき慌てず落ち着いて対応できるよう、 

日ごろから通報のシミュレーションをしてみましょう！ 

 

 110番通報で話すことは以下の通りです。 

 ①何があったのか…‥1番先に話す 

 ②どこで‥…市町村名、番地、目標になる建物など 

 ③いつ‥…「たった今」とか「〇分くらい前」など 

 ④犯人は？相手は？…‥犯人の人相、服装、車のナンバー、色など 

 ⑤現在の状況‥…事件や事故の様子、けが人の状況、状態など 

 ⑥通報者の住所、名前、電話番号など 

 岩手県内のどこからかけても、警察本部（盛岡）につながり、通報内容を聞きなが

ら同時にパトカーなどを現場に急行させます。 

注意点 
 
☝通報するときは立ち止まって！！ 

 ・移動しながらの通報は途切れることがあります。 

☝通報する前に現場の場所や目標物の確認を！！ 

 ・場所が分からないとパトカーの到着が遅れてしまいます。 

☝身の安全の確保が第一優先！！ 

 ・身の危険を感じた場合は、ひとまずその場から離れましょう。 

 

 令和３年度をもって５名の方がご勇退されます。 

   長引くコロナ禍で以前のような活動ができない

中、何よりも「子ども達のために」、という気持

ち・姿勢で活動に取り組んでいただきました。 

 長年の活動に心から感謝申し上げますとともに、

皆さまの益々のご活躍をお祈りしております。 

 少年センターを支えていただき、本当にありが 

とうございました！！！！！！ 

・佐々木 ふき子 さん （盛町防犯協会）   在任期間：9年 

・柴 田 拓 郎 さん     （猪川町防犯協会） 在任期間：8年 

・鎌 田 律 子 さん   （大船渡町防犯協会）在任期間：6年10カ月 

・志 田 正 子 さん  （大船渡町婦人会）  在任期間：5年9カ月 

・佐々木 清   さん  （猪川町防犯協会）  在任期間：2年 

今後も、引き続き少年センタ―を 

よろしくお願いいたします！！！ 

       ご退任される５名の方 

 いよいよ４月１日に、改正少年法が施行されます。 

 今回の改正法のポイントは ①特定少年の取り扱い ②原則逆送

対象事件の拡大 ③実名報道の解禁 となります。  

 〔令和３年９月発行の第41号少年センターだより〕に詳細を記載

していますので、いま一度ご確認をお願いします。 


